
行政書士の名を用いて行える業務

その業務は

行政書士の業務ですか

資格者としての責任が持てますか



行政書士制度とは（業務）
行政書士の業務

１．独占業務書類の作成
　　　許認可
　　　権利義務事実証明
　　　特許法に定める特許の変更登録と手数料納付書の作成
２．非独占業務
　　　契約代理　
　　　聴聞弁明の代理
　　　相談業務
３．行政書士法上の法定業務（独占　非独占を問わず）
　　　行政書士法の法定業務
４．共管業務で独占（他の法律で行政書士業務とされている）
　　　税理士法
　　　海事代理士法
　　　社会保険労務士法（行政書士法の付則）
５．共管業務で非独占
　　　弁護士法　　契約代理
　　　弁理士法４条３項６　他の法律により認定された業務
　　　難民認定法による申請取次業務を入管局長が認めた行政書士に限り
　　　（認められなくとも出来るが出頭代理が出来ない）
７．法定外（法定されていない）業務
　　　封印取り付け業務　その他　　　　　



法定業務

他の法律に定める業務

法令等に基づき
行政書士が
行うことが出来る業務

総務省令に定める業務

税理士法に定める業務

社会保険労務士法に定める業務

出入国関係申請取次業務

行政書士又は行政書士法人の
業務に付随し

又は密接に関連する業務

行政書士又は行政書士法人の
業務に関連する

講習会の開催、出版物の刊行
その他の教育及び普及の業務

官公署の委託による提出書類受付
業務に関する事前点検、審査、相談
その他官公署の委託による行政手
続の円滑な実施に寄与する業務

社会保険労務士法第２条
第１項第一号第二号に

掲げる事務

１

２

２－１

２－１ア

２－１イ

２－２ア
２－２

２－２イ

２－２ウ
総務省令で定める業務
で法令上の制限がある

場合における
当該特定業務

３

官公署の委託による
自動車封印取付業務

２－２ウ－１

２－２ウ－２

出入国関係申請取次業務

３ー①

３－②

日行連発行　法人設立の手引きより

法令上の行政書士の業務範囲

聴聞・弁明の代理



強制入会組織の遵法責任
刑罰法規

行政取締法規

民事法規

刑事責任

行政責任

道義的責任

懲戒責任

専門家責任

法律

倫理

行政書士法
・会則・規則
（懲罰規定）

専門家責任

民事責任
（善管注意義務）

消費者契約法

専門家も事業者

説明責任

組織（会員）責任

法的責任

社会的責任

浜辺陽一郎著コンプライアンス経営（東洋経済新報社刊）を参考

職務の確実性品質の確保

処分

市場からの退場市場ルール



法令解釈

許認可の受託に際して行政書士が

１．このような条件が整えば
２．何日までに許可されると
３．判断を加えながら
４．確定的に言う

ことは業務範囲か。

許可が下りなかった場合に
行政書士賠責保険は支払われるか。

行政手続法の範囲　　有責＝支払い　　免責＝支払われない　
　　賠償請求裁判　　　　＝負　　　　　　＝勝　



責任保険の分類

責任保険

物の保険

責任の保険

契約者

損害の賠償

第三者

裁判 保険会社

責任保険

任意加入

強制加入

損害賠償請求訴訟

民事上の損害賠償

債務不履行による損害賠償

不法行為訴訟

債務不履行訴訟

請求・賠償
加害者

判決

請求・賠償

被害者

代理店

具体策　　依頼者と行政書士が補償される



社員・補助者・職員・家族　　　　　　　行政書士法人

死亡 生存 養老 年金 医療 所得補償 ガン

書籍
システム

ソフトウェアー
用品
物品

業務研修 情報処理衣料・食料 業務研修

行政
書士
事務
所

行政書士

保険関係

役務・物品関係

行政書士事務所支援体制



抑制と均衡を伴った
市場

市場競争原理市場競争原理

自己責任原則自己責任原則

市場へ居座り

業務の禁止

退会処分

行
　
政
　
書
　
士
　
会

個人の自由の維持・確保個人の自由の維持・確保

被害の継続

公共の福祉

法による支配
（法治主義）

選択肢の拡大選択肢の拡大

倫理による支配

被害の継続

識法率
の
向上

識法率
の
向上

被害の中断

市場に居座り

行
　
政
　
書
　
士
　
会

資質の平準化資質の平準化

広告の自由広告の自由

報酬規定の廃止報酬規定の廃止

情報化による解放情報化による解放

市場からの撤退

法による支配
（法の支配）

強制入会を採る理由



事前準備態勢の構築

法律・情報の専門家として

コンサルタントとして＝ＥＡ



申請に対する処分の流れを知ること

５条　審査基準

６条　標準処理期間

７条　申請に対する審査・応答

８条　理由の提示

９条　情報の提供

10条　公聴会の開催

　　複数の行政庁が関与する処分

１

２

３

４

５

６

７

産廃施設の設置許可 反対陳情書

事前審査

市の意見聴取

市は賛成 住民は反対

標準処理期間＝２８日
申請から８０日経過
形式的実質的要件を満たしている

　　法令に根拠のない地元同意は不適当



　　許認可申請手続受託時点で聴聞・弁明等に関する
　　包括委任を受けるか否かの判断基準をつくる

１．許認可の申請手続きを受託した時点で
　　聴聞・弁明等に関する包括委任を受けるか否かの判断基準

　　聴聞・弁明等の対象となる可能性は

　　当該手続に関する情報収集は

　　不利益処分を想定して受任できるか

　　訴訟した方が利益になるか

　　後々に損害賠償請求が出来るか

　　聴聞・弁明の代理委任状は別様式



業務委託契約の行政書士法上のチェック事項　契約

２．許認可申請の受託契約（行政書士法）

消費者契約法上の必要手続はしたか

行政書士賠償責任保険は加入しているか

業務受託契約書の内容は安全か

紛争となった場合の対応策はどうか

業務の受託範囲は明確化されているか

守秘義務・個人情報はどうか



業務委託契約の行政手続法上のチェック事項　行政手続法

３．許認可申請の受託契約（行政手続法）

審査基準・審査期間・許可要件等の把握

法律解釈を確定的に述べていないか　

事前手続・事後手続等説明は十分か　

不服申し立てか聴聞か

　



業務委託契約の賠償責任保険上のチェック事項

４．許認可申請等業務の受託契約（行政書士損害賠償責任の視点から）

賠償責任保険の約款を確認しているか　

免責・有責を確認しているか　　

当該業務の保険に加入しているか　

自動車保険など

　　



業務委託契約の民法上のチェック事項　賠償責任保険

５．許認可申請に係わる聴聞・弁明の代理の受託契約（民法）

専門家責任　

債務不履行

損害賠償請求

被害者救済

自己救済



行政書士の責任と保険約款の有責と免責

行政書士法上の業務

法律解釈
行政書士の
業務の範囲外

行政書士の責任

ない

ある

他の法律による
行政書士の業務

行政書士の責任

ない

ある

法律上に行政書士の
業務規定のない業務

行政書士の責任 ない

ない

勝訴

敗訴

勝訴

敗訴

勝訴

勝訴

敗訴

免責

有責

免責

有責

免責

免責

免責

業務の分類 行政書士の責任 判決 約款 保険金の
支払い

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

ない

ある

ない

ある

ない


